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東
京
都
所
有
の
建
築
物
の
維
持
管
理
に
関
す
る
要
望

令和 7年度１　

十
分
な
予
算
の
措
置
及
び

契
約
期
間
途
中
で
の
契
約
金
額

変
更
等
に
つ
い
て

　

品
確
法
が
示
す
よ
う
に
、
良
好

な
品
質
の
確
保
、
適
切
な
施
設
管

理
は
、
施
設
・
設
備
の
ラ
イ
フ
サ

イ
ク
ル
コ
ス
ト
の
削
減
に
大
き
く

寄
与
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
た

め
、
引
き
続
き
以
下
の
事
項
に
つ

い
て
要
望
し
ま
す
。

⑴　

前
文
に
記
載
の
と
お
り
、
庁

舎
、
公
共
施
設
等
の
管
理
に
係

る
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
務

に
関
す
る
契
約
の
履
行
確
保

を
図
る
観
点
か
ら
、
適
切
な
予

算
計
上
を
行
う
と
と
も
に
、
最

低
賃
金
の
年
度
途
中
の
引
上

げ
等
も
見
込
ん
だ
適
正
な
予

定
価
格
を
設
定
し
て
い
た
だ

き
た
い
。

⑵　

複
数
年
契
約
案
件
に
お
い
て

建
築
保
全
業
務
労
務
単
価
な

ど
が
変
更
さ
れ
た
際
、
東
京
都

に
お
い
て
は
旧
労
務
単
価
か

ら
新
労
務
単
価
に
改
定
す
る

た
め
の
契
約
変
更
を
認
め
て

い
た
だ
け
な
い
ケ
ー
ス
が
一

部
に
あ
る
旨
側
聞
し
て
お
り

ま
す
。
関
係
省
庁
に
よ
る
累
次

の
通
知
等
に
従
い
、
適
切
に
ご

対
応
い
た
だ
き
た
い
。

⑶　

万
一
、
業
務
委
託
入
札
に
最

低
制
限
価
格
制
度
を
導
入
す

る
場
合
に
は
、
予
め
東
京
ビ
ル

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
協
会
と
十
分

に
協
議
す
る
と
と
も
に
、
技
術

て
い
た
だ
き
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。
し
か
し
、
現
状
は
一
般

競
争
入
札
案
件
が
多
く
見
受

け
ら
れ
ま
す
。
入
札
時
期
の
前

倒
し
に
よ
る
品
質
確
保
の
効

果
が
真
に
発
揮
さ
れ
る
の
は
、

複
数
年
に
わ
た
る
総
合
評
価

案
件
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
引

き
続
き
案
件
拡
大
に
取
り
組

ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

⑶　

前
述
の
２
月
24
日
付
閣
議
決

定
に
「
建
築
物
の
維
持
管
理

に
係
る
契
約
に
当
た
っ
て
は
、

エ
コ
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
等
を
活

用
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
等

の
デ
ー
タ
計
測
・
分
析
及
び
分

析
結
果
を
反
映
し
た
運
用
改

善
を
実
施
事
業
者
に
求
め
る

も
の
と
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。

政
策
的
評
価
項
目
に
つ
い
て

は
、
エ
コ
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
認
定

事
業
者
で
あ
る
こ
と
や
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス

テ
ム
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
５
０
０
０
１
）、

イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
等
の
資
格

者
の
保
有
状
況
、
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
ー
に
関
す
る
認
定
（
Ｉ
Ｓ

Ｏ
２
７
０
０
１
）、
東
京
ビ
ル

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
協
会
加
盟
の

有
無
等
に
つ
い
て
も
加
点
要

素
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

⑷　

総
合
評
価
方
式
の
適
用
案
件

に
つ
い
て
は
、
清
掃
業
務
、
警

備･

受
付
業
務
に
加
え
、
設
備

管
理
に
つ
い
て
も
価
格
点
上

限
を
設
定
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

⑸　

総
合
評
価
方
式
に
中
小
業
者

力
・
経
営
力
に
よ
る
競
争
を
損

ね
る
弊
害
が
生
じ
な
い
よ
う
、

十
分
な
配
慮
を
お
願
い
し
た

い
。
特
に
、
労
働
集
約
型
業
務

で
あ
る
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

業
務
の
人
件
費
割
合
は
85
％

程
度
と
言
わ
れ
て
お
り
、
深
刻

な
人
手
不
足
の
中
、
安
定
し
た

業
務
の
品
質
を
確
保
で
き
る

よ
う
、
最
低
制
限
価
格
は
予
定

価
格
の
85
％
以
上
で
設
定
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

２　

総
合
評
価
制
度
の
拡
充
に

つ
い
て

　

総
合
評
価
制
度
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
も
品
質
重
視
の
た
め
に

改
善
い
た
だ
い
て
き
ま
し
た
が
、

令
和
５
年
２
月
24
日
付
で
環
境
配

慮
契
約
法
基
本
方
針
の
変
更
閣
議

決
定
も
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
引
き

続
き
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
要
望

し
ま
す
。

⑴　

総
合
評
価
方
式
適
用
案
件
は

徐
々
に
増
加
し
て
お
り
ま
す

が
、
依
然
と
し
て
都
の
入
札
案

件
に
お
け
る
割
合
は
低
く
、
価

格
競
争
が
中
心
に
な
っ
て
お

り
、
結
果
的
に
低
価
格
入
札
も

生
じ
て
お
り
ま
す
。
一
定
金
額

以
上
の
案
件
に
つ
い
て
は
総

合
評
価
方
式
か
つ
複
数
年
契

約
と
す
る
よ
う
検
討
の
上
、
各

局
に
も
ご
指
導
い
た
だ
き
た

い
。

⑵　

ゼ
ロ
都
債
の
活
用
に
よ
る
入

札
時
期
の
前
倒
し
を
実
現
し

が
参
入
す
る
方
式
と
し
て
「
事

業
協
同
組
合
」
の
活
用
を
考
え

て
お
ら
れ
ま
す
が
、
個
別
発
注

案
件
に
対
応
す
る
た
め
に
事

業
協
同
組
合
を
設
立
す
る
の

は
期
間
や
経
費
等
の
観
点
か

ら
現
実
的
で
な
い
と
思
わ
れ

ま
す
。
中
で
も
、
一
定
規
模
以

上
の
総
合
管
理
案
件
に
お
い

て
は
、
異
な
っ
た
業
態
の
業
者

の
協
同
が
有
効
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
Ｊ
Ｖ
で
の
入
札
参
加
に

つ
い
て
ご
検
討
い
た
だ
き
た

い
。

３　

契
約
内
容
の
履
行
確
保
と

入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い

て
　

委
託
業
務
の
品
質
確
保
を
図
る

た
め
、
十
分
な
専
門
知
識
・
経
験

の
な
い
業
者
が
受
託
し
て
建
物
・

設
備
の
機
能
を
損
な
う
こ
と
の
な

い
よ
う
、
ま
た
、
公
正
な
競
争
を

確
保
す
る
た
め
、
入
札
参
加
資
格

の
厳
格
な
審
査
及
び
履
行
状
況
の

評
価
に
関
し
、
以
下
の
と
お
り
要

望
し
ま
す
。

⑴　

入
札
参
加
申
請
に
関
し
、
不

正
な
申
請
を
防
ぐ
た
め
、
落
札

者
を
対
象
に
、
公
共
工
事
の
経

営
事
項
審
査
に
準
じ
、
決
算
報

告
書
と
共
に
確
定
申
告
書
の

写
し
を
添
付
さ
せ
、
契
約
実
績

に
つ
い
て
も
特
に
清
掃
・
設
備
・

警
備
に
関
し
て
売
上
の
半
分

以
上
の
契
約
書
の
写
し
を
添

付
さ
せ
る
よ
う
要
望
し
ま
す
。

取
組
状
況
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク

シ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
チ
ェ
ッ
ク

項
目
が
膨
大
で
あ
る
な
ど
、
専
門

の
部
署
が
な
い
中
小
事
業
者
に
は

負
担
感
が
あ
り
ま
す
。
導
入
に
当

た
っ
て
は
、
様
式
の
再
検
討
も
含

め
、
中
小
事
業
者
へ
の
配
慮
等
に

十
分
留
意
願
い
た
い
。

６　

労
働
災
害
対
策
に
つ
い
て

　

当
業
界
は
高
齢
者
雇
用
が
進
ん

で
い
る
こ
と
や
屋
外
や
空
調
の
効

い
て
い
な
い
場
所
で
の
作
業
も
多

い
こ
と
か
ら
、
熱
中
症
に
よ
る
労

働
災
害
が
多
数
発
生
し
て
い
ま

す
。
東
京
都
は
令
和
６
年
５
月
７

日
付
で
工
事
受
注
者
に
対
し
、「
東

京
都
発
注
工
事
に
お
け
る
熱
中
症

予
防
対
策
の
お
願
い
」
と
い
う
通

知
を
発
出
し
て
い
ま
す
が
、
同
通

知
の
別
添
２
に
あ
る
よ
う
に
、
東

京
労
働
局
資
料
で
は
ビ
ル
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
業
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
東
京
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
協

会
は
、
令
和
６
年
６
月
４
日
に
東

京
労
働
局
主
催
の
「
職
場
に
お
け

る
熱
中
症
予
防
対
策
会
議
」
の
席

上
、
東
京
労
働
局
長
か
ら
熱
中
症

予
防
対
策
の
徹
底
に
つ
い
て
文
書

で
個
別
に
要
請
を
受
け
て
お
り
ま

す
。
東
京
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
協

会
で
は
会
員
に
対
し
て
熱
中
症
予

防
対
策
に
つ
い
て
周
知
を
図
っ
て

お
り
、
会
員
企
業
に
お
い
て
は
、

冷
却
機
能
を
持
つ
作
業
服
や
水

分
・
塩
分
補
給
に
係
る
消
耗
品
等

の
導
入
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　

熱
中
症
予
防
対
策
を
進
め
る
に

当
た
っ
て
は
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

業
も
対
象
に
含
め
て
い
た
だ
く
と

と
も
に
、
予
算
計
上
の
際
に
は
、

関
連
経
費
も
含
め
た
適
切
な
計
上

を
い
た
だ
き
た
い
。

め
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
関
係

各
局
を
適
切
に
ご
指
導
い
た
だ
く

よ
う
要
望
し
ま
す
。

⑴　

障
害
者
雇
用
促
進
モ
デ
ル
入

札
案
件
に
つ
い
て
鋭
意
ご
検

討
・
ご
指
導
い
た
だ
い
て
い
ま

す
が
、
当
該
案
件
の
内
容
は
、

障
害
者
の
勤
務
日
数
や
勤
務

時
間
が
少
な
い
案
件
が
依
然

と
し
て
大
宗
を
占
め
、
実
際
に

は
障
害
者
雇
用
の
モ
デ
ル
に

は
な
り
得
な
い
も
の
で
す
。
障

害
者
の
常
用
雇
用
に
つ
な
が

る
契
約
を
増
や
す
と
と
も
に
、

危
険
な
作
業
を
伴
う
契
約
は

除
外
す
る
な
ど
、
真
に
障
害
者

雇
用
の
拡
大
に
つ
な
が
る
内

容
の
入
札
を
実
施
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

⑵　

入
札
参
加
資
格
定
期
受
付
に

当
た
り
、
障
害
者
雇
用
率
に
つ

い
て
の
段
階
的
加
点
は
導
入

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
法
定
雇

用
率
が
２
０
２
４
年
４
月
以

降
段
階
的
に
引
き
げ
ら
れ
る

中
、
上
限
が
５
点
の
ま
ま
で
あ

る
た
め
、
配
点
の
比
重
の
拡
大

を
図
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

⑶　

入
札
参
加
資
格
定
期
受
付
の

際
の
審
査
事
項
に
お
け
る
加

点
対
象
、
総
合
評
価
制
度
に
お

け
る
政
策
評
価
項
目
以
外
で

も
、
障
害
者
雇
用
率
が
加
点
要

素
と
な
る
仕
組
み
づ
く
り
を

検
討
い
た
だ
き
た
い
。

５　

東
京
都
社
会
的
責
任
調
達

指
針
に
つ
い
て

　

標
記
指
針
を
作
成
す
る
都
の
姿

勢
及
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
高

く
評
価
す
る
も
の
で
す
。
一
方
、

⑵　

業
者
指
名
の
段
階
で
は
、
適

切
な
履
行
能
力
の
有
無
を
審

査
す
る
と
と
も
に
、
十
分
な
積

算
能
力
が
な
い
業
者
の
参
加

を
防
い
で
い
た
だ
き
た
い
。

⑶　

入
札
参
加
の
際
に
は
、
入
札

金
額
の
根
拠
と
な
る
積
算
資

料
（
直
接
人
件
費
、
法
定
福
利

費
、
直
接
物
品
費
、
業
務
管
理

費
、
一
般
管
理
費
等
の
内
訳
）

の
提
出
を
求
め
て
い
た
だ
き

た
い
。

⑷　

入
札
参
加
資
格
者
の
社
会
保

険
の
加
入
に
つ
い
て
、
東
京
都

社
会
保
険
労
務
士
会
へ
の
委

託
事
業
と
し
て
、
全
数
確
認
を

い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。
今
回
の
調
査
に

よ
り
不
適
切
な
業
者
が
い
た

場
合
に
は
、
厳
正
な
対
処
を

行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

⑸　

業
務
委
託
の
品
質
の
向
上
を

図
る
た
め
、
評
価
結
果
の
一
般

へ
の
公
表
に
つ
い
て
引
き
続

き
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、
令
和
元
年
12
月
に
東
京

都
が
公
表
し
た
「
準
備
契
約
案

件
に
お
け
る
落
札
後
辞
退
に

関
す
る
注
意
事
項
」
に
つ
い
て

は
、
引
き
続
き
徹
底
を
お
願
い

し
た
い
。

４　

障
害
者
雇
用
の
促
進
に
つ

い
て

　

東
京
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
協
会

は
、
都
立
知
的
障
害
特
別
支
援
学

校
生
徒
等
を
対
象
に
し
た
自
立
支

援
事
業
、
卒
業
生
の
ビ
ル
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
業
へ
の
就
労
支
援
に
も
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
障
害
者
雇
用

を
促
進
す
る
入
札
・
契
約
制
度
を

よ
り
実
践
的
な
も
の
と
す
る
た

　

厚
生
労
働
省
は
３
月
27

日
、「
令
和
５
年
賃
金
構
造

基
本
統
計
調
査
」
の
結
果

を
取
り
ま
と
め
て
公
表
し

た
。
調
査
は
、
全
国
の
主

要
産
業
に
雇
用
さ
れ
る
労

働
者
の
賃
金
の
実
態
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
毎
年
６
月
分
の

賃
金
等
に
つ
い
て
７
月
に

実
施
し
て
い
る
。

　

今
回
公
表
し
た
企
業
規

模
が
10
人
以
上
の
、
き
ま
っ

て
支
給
す
る
現
金
給
与
額

は
、
ビ
ル
・
建
物
清
掃
員

が
21
万
５
９
０
０
円
、
警

備
員
は
27
万
９
８
０
０
円

で
あ
っ
た
。

区分 年齢

（歳） （年） （時間） （時間） （千円） （千円） （千円） （10人）

勤続
年数

所定内
実労働
時間数

超過
実労働
時間数

きまって
支給する
現金給与額

所定内
給与額

年間賞与
その他
特別給与額

労働者数
企業規模計（10人以上）

ビル・建物清掃員
警備員

53.2
51.6

9.2
11.1

162
169

6
22
215.9
279.8

204.8
238.1

192.9
403.4

13,250
19,696

厚労省　令和５年賃金構造基本統計調査結果を公表

ビル・建物清掃員は21万 5900円


